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国土交通省自動運転戦略本部

設置の主旨

交通事故の削減、地域公共交通の活性化、国際競争力の強化等の自動車及び道路を巡る諸課題に解決に大きな効果
が期待される自動運転について、未来投資会議等の議論や産学官の関係者の動向を踏まえつつ、国土交通省として
的確に対応するため、2016年12月、国土交通省自動運転戦略本部を省内に設置。

構成
【本部長】国土交通大臣 【副本部長】副大臣、政務官
【構成員】事務次官、技監、国土交通審議官、関係局長等

検討事項

１．自動運転の実現に向けた環境整備
（１）車両に関する安全基準の策定、制度整備 ⇒国連における国際基準の策定、自動運転車の安全要件等の検討
（２）自動運転の実現に向けた制度・環境整備 ⇒自動運転における損害賠償責任の検討、自動運転車の運送事業への

導入に係る検討 等

２．自動運転技術の開発・普及促進
（１）車両技術 ⇒「安全運転サポート車」の普及啓発、自動ブレーキの性能評価・公表制度の創設
（２）道路と車両の連携技術 ⇒自動運転を視野に入れた除雪車の高度化、高速道路の合流部等での情報提供による自

動運転の支援

３．自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装
（１）移動サービスの向上 ⇒ラストマイル自動運転サービス【経済産業省連携】、中山間地域における道の駅等を拠

点とした自動運転サービス、空港における自動運転実証実験 等
（２）物流の生産性向上 ⇒トラックの隊列走行の実現に向けた検討【経済産業省連携】

取組状況

○2016年12月・・・・・・自動運転戦略本部の設置
○2018年12月・・・・・・自動運転の実現に向けた今後の国土交通省の取り組み（2018年12月）公表

第4回国土交通省自動運転戦略本部
（2018年3月22日開催）



（２）道路と車両の連携技術

① 国際的な協力の主導

G7交通大臣会合等の場を活用し、我が国が
主導して、国際的な協力の下で自動運転の
早期実用化に向けた取組みを推進する。

② 自動運転車両の安全基準等の策定

・ 国連において、引き続き我が国が議論を主導し、自動運転に係る
車両安全基準の策定に向けた検討を進める。
- 乗用車の自動ブレーキの基準、サイバーセキュリティ対策の基準 等

・ レベル３以上の自動運転車両が満たすべき安全性についての要件
や安全確保のための各種方策について整理し、2018年9月にガイ
ドラインを公表。

③ 自動運転技術に対応する自動車整備・検査の高度化

・ 整備工場が先進技術の点検整備を適切に実施する環境を整備。
・ 自動運転技術に対応する新たな検査手法を検討し、2018年度

中に最終とりまとめ予定。

④ 総合的な安全確保に必要な制度の検討
交通政策審議会の下に小委員会を設置し、設計・製造過程から
使用過程にわたる総合的な安全確保策を検討。パブリックコメントを
経て、2019年1月にとりまとめ予定。

① 自動運転における損害賠償責任の検討

「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」にて、運行供
用者責任の維持等の方針を公表（2018年3月） 、引き続き保
険会社等から自動車メーカー等に対する求償に資する記録装置や
原因究明の在り方について検討中。

② 自動運転車の運送事業への導入に係る検討

・ 無人自動運転車両を導入する場合に従来と同等の安全性・利便
性を担保するために、運送事業者が対応すべき事項等について、
2018年度中にガイドラインとしてとりまとめる。

③ 3次元地理空間情報基盤の整備

・ 自動運転に必要となる高品質な3次元地図やリアルタイム高精度
測位に関する技術検討を行う。

１．自動運転の実現に向けた環境整備
（１）車両に関する安全基準の策定、制度整備

（２）自動運転の実現に向けた制度・環境整備

２．自動運転技術の開発・普及促進
（１）車両技術
・ 自動ブレーキなど一定の安全運転支援機能を備えた車「安全運転サポート車 (サポカー
Ｓ)」の普及啓発・導入促進を図る（自動ブレーキの新車乗用車搭載率：77.8％ 【2017年】 ）。

・ 自動ブレーキが一定の性能を有していることを国が確認し結果を公表する自動ブレーキの
性能評価・公表制度を創設し、2018年度から実施中。

① 自動運転を視野に入れた除雪車の高度化

運転制御・操作支援の機能を備える高度化された除雪車の開発を推進し、
高速道路に加え、今冬から一般道路での実証実験を実施する。

② 高速道路の合流部等での情報提供による自動運転の支援

高速道路の合流部等での自動運転を支援する道路側からの情報提供の仕組
等について、2018年1月から開始した官民共同研究を進める。

３．自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装
（１）移動サービスの向上

（２）物流の生産性向上

G7交通大臣会合

通信

車両 遠隔監視・操作

１．自動運転の実現に向けた環境整備 ２．自動運転技術の開発・普及促進

３．自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装

自動運転の実現に向けた今後の国土交通省の取り組み（2018年12月）

① ラストマイル自動運転による移動サービス

全国４箇所において、１名の遠隔監視・操作者が複数車両を担当する
自動運転技術の検証や社会受容性の実証評価等を行う。

② 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

自動走行に対応した道路空間の基準等の整備やビジネスモデル構築
のため、長期間（１～２ヶ月間）のより実践的な実験を行う。

③ 都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討

都市交通における自動運転技術の活用を図るため、2018年度よりニュータウンにおける自動
運転サービスや基幹的なバスにおける実証実験等を通じた都市交通のあり方を検討する。

④ 空港における自動運転実証実験 ※空港の制限区域内を走行するバスの総称

空港の地上支援業務に用いる車両の自動運転を実現するため、2018年度は、
官民連携による空港内ランプバス※等を対象とした空港内実証実験を行う。

⑤ 自動バレーパーキング

2018年度に実証実験を実施し、関係者の合意形成等を進めていく。

⑥ 次世代型交通ターミナルの整備

自動運転等の最先端モビリティの乗降場を集約した次世代ターミナルの整備を推進する。

トラックの隊列走行について、2018年度に後続無人隊列システムの実証実験（後続有人状態）を行う
とともに、新しい物流システムに対応した高速道路インフラの活用について、具体的な検討を進める。



車両に関する安全基準の策定、制度整備

○自動運転の早期実現に向けては産学官が密接に連携した取組みを推進しており、国土交通省としては、自動運転戦略本部（本部長：国
土交通大臣）の下、車両の安全確保等に関するルール整備を着実に実施。

○ 一方、自動運転に関する課題は世界共通であり、国際的な安全基準の策定には国際的な相互協力が不可欠。

○ 国連WP.29（自動車基準調和世界フォーラム）において、我が国は、自動運転に係る基準等について、共同議長又は副議長として議論を
主導。

○引き続き各国と協力し、自動ハンドル、サイバーセキュリティ対策等の自動運転に係る国際基準の策定に向けて検討。

自動運転に関する課題と我が国の国際的な取組み

自動運転技術に係る国際基準検討体制及び検討項目

＜検討中の基準＞

【レベル２】
・自動駐車（リモコン駐車）
・手を添えた自動ハンドル
（車線維持／車線変更）

【全てのレベルに共通】

・サイバーセキュリティ

リモコン駐車

車線維持
車線変更

【レベル３】
・手放しの自動ハンドル（車線維持／変更）
・ドライバーモニタリング

＜これまでに策定された基準＞

* 本田技研工業（株） HP

* LEXUS HP

* 日産自動車（株） HP * BMW HP

* LEXUS HP

* 日野自動車（株） HP* LEXUS HP

自動運転技術に係る主な会議体 日本の役職

自動運転専門分科会 副議長

自動操舵専門家会議 議長(独と共同)

自動ブレーキ専門家会議 議長(ECと共同)

サイバーセキュリティタスクフォース 議長(英と共同)

自動運転認証専門家会議 議長(蘭と共同)

安全一般
(GRSG)

衝突安全
(GRSP)

自動運転
(GRVA)

排出ガスと
エネルギー

(GRPE)

騒音と
タイヤ
(GRBP)

灯火器
(GRE)

国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)

自動操舵 自動ブレーキ
サイバー
セキュリティ

自動運転認証

（日本、米国、欧州、中国等が参画）



ガイドラインの対象車両

自動運転車の安全技術ガイドライン【概要】
○ レベル3、4の自動運転車が満たすべき安全要件をガイドラインとして定めることにより、国際基準が策定されるまでの

間も、安全な自動運転車の開発・実用化を促進

○ 世界で初めて、自動運転の実現にあたっての安全目標を設定し、自動運転車の開発・実用化の意義を明確化

安全目標：自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す

○ これまでも日本が議論を主導してきた国連における国際基準づくりにおいて、ガイドラインに示した我が国の自動運転

車の安全性に関する考え方や安全要件を反映させ、我が国の優れた自動車安全技術を世界に展開する

○運転支援
【例】自動ブレーキ、車線維持、クルーズコントロール など

レベル２

レベル５

レベル３
○条件付自動運転

システムが全ての運転操作を行うが、システムの
介入要求等に対してドライバーが適切に対応す
ることが必要

ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
監
視

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
監
視

○特定条件下での自動運転機能（レベル１の組み合わせ）
【例】車線を維持しながら前のクルマを追走して走る

レベル４

○完全自動運転
システムが全ての運転操作を行う

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが全ての
運転操作を行う

○特定条件下での自動運転機能（高機能化）
【例】 高速道路で遅いクルマがいれば自動で追い越す

レベル１

レベル３又はレベル４の自動運転システムを有する乗用車、
トラック及びバス

赤枠：ガイドラインの対象範囲

自動運転車の安全性に関する基本的な考え方

 「自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す」こ
とを目標として設定する

 自動運転車が満たすべき車両安全の定義を、「自動運転車の運行設計領域
（ODD）において、自動運転システムが引き起こす人身事故であって合理的に
予見される防止可能な事故が生じないこと」と定め、自動運転車が満たすべき
車両安全要件を設定し、安全性を確保する

自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）

自動運転車は、次の安全性に関する要件を満たすことにより、その安全性を確保し
なければならない

① 運行設計領域（ODD）の設定 ② 自動運転システムの安全性
③ 保安基準等の遵守等
④ ヒューマン・マシン・インターフェース（ドライバー状態の監視機能等の搭載）
⑤ データ記録装置の搭載 ⑥ サイバーセキュリティ
⑦ 無人自動運転移動サービス用車両の安全性（追加要件）
⑧ 安全性評価 ⑨ 使用過程における安全確保
⑩ 自動運転車の使用者への情報提供

※本ガイドラインは、今後の技術開発や国際基準の策定動向等を
踏まえ、適宜見直しを行う

※詳細は
別紙参照

経緯

平成29年12月 車両安全対策検討会の下に、「自動運転車両安全対策検討ワーキンググループ」（WG）を設置し、議論開始
平成30年4月 「自動運転に係る制度整備大綱」（IT総合戦略本部決定）において、平成30年夏頃に本ガイドラインをとりまとめる旨記載
平成30年6月 ガイドラインの案をとりまとめ、パブリックコメントを開始
平成30年9月 ガイドラインの公表



自動運転車の安全技術ガイドライン【概要】 （別紙）

自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）

自動運転車は、以下の安全性に関する要件を満たすことにより、その安全性を確保しなければならない

車両の安全性に関する項目 主な要件

① 運行設計領域（ODD）の設定
個々の自動運転車が有する性能及び使用の態様に応じ、運行設計領域（自動運転システムが正常に作動する前提となる設計上の
走行環境に係る特有の条件：ODD）を定め、走行環境や運用方法を制限すること

② 自動運転システムの安全性
・制御系やセンサ系の冗長性を確保すること等によりシステムの安全性を確保すること
・設定されたODDの範囲外となる場合等、自動運転の継続が困難となった場合には、最終的に車両を自動で安全に停止させること

③ 保安基準の遵守等
・自動運転に関連する既に定められた道路運送車両の保安基準を満たすこと
・関係するISO等の国際標準等を満たすことを推奨

④
ヒューマン・マシン・インターフェース
（HMI）

自動運転システムの作動状況等を運転者又は乗員に知らせるための以下の機能を有するHMIを備えること
・レベル３の自動運転車には、運転者がシステムからの運転操作を引き継ぐことができる状態にあることを監視し、必要に応じ警報を発す
ることができる機能（ドライバーモニタリングシステム等）
・レベル４の自動運転車には、自動運転の継続が困難であるとシステムが判断し、車両を自動で停止させることをあらかじめ運転者又は
乗員（運行管理者）に知らせることができる機能

⑤ データ記録装置の搭載 自動運転システムの作動状況や運転者の状況等をデータとして記録する装置を備えること

⑥ サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティに関する国連（WP29）等の最新の要件を踏まえ、ハッキング対策等のサイバーセキュリティを考慮した車両の設計・
開発を行うこと

⑦
無人自動運転移動サービス用車両の
安全性（追加要件）

無人移動サービス（レベル４）に用いられる自動運転車については、①～⑥の要件に加え、運行管理センターから車室内の状況が監
視できるカメラ等や、非常停止時に運行管理センターに自動通報する機能等を備えること

⑧ 安全性評価
設定されたODDにおいて合理的に予見される危険事象に関し、シミュレーション、テストコース又は路上試験を適切に組み合わせた検証
を行い、安全性について事前に確認すること

⑨ 使用過程における安全確保
使用過程の自動運転車両の安全確保の観点から、自動運転車の保守管理（点検整備）及びサイバーセキュリティを確保するための
ソフトウェアのアップデート等の必要な措置を講じること

⑩ 自動運転車の使用者への情報提供 自動運転車の使用者に対し、システムの使用方法、ODDの範囲、機能限界等を周知し理解することができる措置を講じること



交通政策審議会「自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会」について

 「自動運転に係る制度整備大綱」を踏まえ、レベル３以上の自動運転の２０２０年目途の実用化に向け、道路運
送車両法に基づく安全確保のための各種制度について、「ドライバーによる運転を前提とした制度」から「システ
ムによる運転も想定した制度」に見直すことが必要

 このため、交通政策審議会の下に小委員会を設置し、自動運転車等の設計・製造過程から使用過程にわたる
総合的な安全確保に必要な制度のあり方を検討

審議事項

自動運転を想定した保安基準のあり方や、自動運転車の

点検整備に関する制度のあり方など、自動運転車等の設計・

製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保に必要な

道路運送車両法上の制度のあり方について検討を行う。
＜主な論点＞

・高度な自動運転を想定した保安基準のあり方

・高度な自動運転が可能な走行環境条件（場所、速度等）を設定する仕組みのあり方

・自動車の安全性に直接影響するソフトウェアの無線通信等による変更への対応のあり方

・自動運転等先進技術の整備のあり方

・自動運転等先進技術の点検整備及び検査に必要な技術情報のあり方

運転者に代わりシステムが運転する
高度な自動運転

限定地域での無人自動運転移
動サービス

スケジュール

青山 佳世 フリーアナウンサー
◎鎌田 実 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
清水 和夫 モータージャーナリスト
下谷内 冨士子 （公社）全国消費生活相談員協会 顧問
竹内 建蔵 東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授
高田 広章 名古屋大学未来社会創造機構教授
鳥塚 俊洋 JAFメディアワークス ITメディア部長
廣瀬 敏也 芝浦工業大学工学部機械機能工学科准教授
村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科教授

 第１回（9/3） ：現行制度の主な論点整理

 第２回（10/12）：関係者からのヒアリング

 第３回（10/23）：とりまとめ骨子案審議

 第４回（12/3） ：とりまとめ案審議

 平成30年12月：パブリックコメントを実施

 平成31年１月15日 ：とりまとめを公表

通信

無線通信によるソフトウェア配信

委員 ◎ 委員長



交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会

自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書（概要）

高速道路における自動車線変更

• 自動運転中であること等を車外に表示することについて、基準策定は国際的な動向を踏まえることとし、国際基準策定までの
間は、装置以外の方法を含め検討すべき。無人移動サービス車については、適切な表示の方法により実施すべき

• 速度・ルート・天候・時間等、自動運転車が走行可能となる条件について、国がその妥当性を確認すべき。また、使用者が走
行環境条件を確実に把握できる仕組みを検討すべき

【現行制度の評価】
• 自動運転システム(車両の周囲の交通状況等を認識し、判断を行い、各装置に指令を出すシステム)に対応した基準が設けら
れておらず、道路交通の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある

• 保安基準の策定は、一定の期間を要することから、保安基準を策定するまでの間の自動運転システムの安全性の確保のあ
り方についても、併せて検討する必要がある

【今後の対応】

• ガイドラインをベースに安全性能を確認するとともに、シミュレーション、テストコース又は公道試験の適切な組合せ等具体的な
手法の検討を提案する等国際的な議論を主導すべき

• 自動運転システムの適切かつ円滑な審査を実施するための体制を整備すべき

• 自動車の安全性に大きな影響を及ぼすソフトウェアの配信について、国がその適切性を確認する制度を創設すべき

【現行制度の評価】

• 自動運転システムについては、実際の走行環境を模擬したテストコース等技術的に高度な審査が必要となるこ
とが想定されるが、審査手法が定められていない

• 通信を活用したソフトウェア配信により、自動車の電子的な改造が大規模に行われることは想定されていない

【今後の対応】

• 自動運転車の安全性を担保するため、「自動運転車の搭乗者及び歩行者等の周囲の交通参加者
に危険を及ぼすおそれのないものであること」といった自動運転システムの基準を策定すべき

• データ記録装置、サイバーセキュリティ対策等の基準を策定すべき

• 保安基準策定までの間も安全確保が図られるよう、「自動運転車の安全技術ガイドライン」を前提
とした技術開発の促進やドライバーモニタリング等の要件の追加等ガイドラインの更新を行うべき

① 保安基準

② 型式指定（認証）・ソフトウェアの変更



交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会

自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書（概要）

【今後の対応】
• 自動ブレーキのカメラの取り外し等、装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造を新たに「分解整
備」の対象とし、「特定整備」（仮称）とするとともに、これを行う事業者の認証を行うべき

• 先進技術の点検整備に必要な技術情報が整備事業者等へ提供されるよう制度・環境を整備すべき
• 整備士が先進技術の点検及び整備に係る知見・技能を修得するため、研修体制を充実・強化すべき

(出典) SUBARU  HP

(出典) Continental HP

カメラの交換・修理

【新たに分解整備の対象となる
整備・改造部品の例】【現行制度の評価】

• 自動車技術の電子化・高度化に伴い、装置の取り外しを伴わない整備又は改造であって当該装置の作動
に影響を及ぼすおそれがあるものが増えているが、これらは現行の「分解整備」の定義に含まれていない

• 先進技術は、自動車製作者等が作成する整備要領書等の技術情報が自動車分解整備事業者に提供さ
れなければ、十分な点検整備を行うことができないおそれがある

レーダーの交換・修理

③ 点検整備

スキャンツール

接続 通信

OBDポート

【今後の対応】
• 車検において電子装置の故障を検知するため、車載式故障診断装置（OBD）を活用した検査手法や体制を整備すべき
• 国は、上記検査に必要な技術情報を一元的に管理し、検査を実施する者に提供される仕組みを構築すべき

【現行制度の評価】
• 先進技術を搭載した自動車のリコールについて、設計又は製造の過程に原因がある不具合に係る自動車製作者等の責任は、
先進技術の搭載の有無に関わらず同等であり、引き続き、現行制度の枠組みの中で対応することが可能である

• 通信を活用したソフトウェア配信により整備工場に持ち込まずに改善措置を講じる等新たな形態のリコールが想定される
【今後の対応】
• リコールの迅速な実施に対する社会要請に応えるため、自動車製作者等は、強制的なアップデートについて、使用者の事前同
意を得るとともに必要な情報提供を行うべき

④ 検査
【現行制度の評価】
• 現在の車検手法では、電子装置の故障を検知できないため、車載式故障診断装置（OBD）

※を活用した新たな検査手法を導入することが必要

• 新たな検査の実施のためには、自動車製作者等から検査に必要な技術情報の提供を受け、
当該技術情報を適切に管理し、基準適合性審査の実施機関に提供する仕組みが必要

⑤ リコール

※車載式故障診断装置（OBD）： 自動車の電子的な故障を自動記録する車載コンピュータ。スキャンツールを接続することにより読取可能。



⇒ 現在と同様に自賠法の保護の対象とせず、任意保険（人
身傷害保険）等で対応することが適当である。

自動運転における損害賠償責任に関する検討

②ハッキングにより引き起こされた事故の損害（自動車
の保有者が運行供用者責任を負わない場合）について、
どのように考えるか。

⇒ 自動車の保有者等が必要なセキュリティ対策を講じてい
ない場合等を除き、盗難車による事故と同様に政府保障事
業で対応することが適当である。

③自動運転システム利用中の自損事故について、自賠法の
保護の対象（「他人」）をどのように考えるか。

⇒ 自動運転システム利用中の事故により生じた損害について、
「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自
動車メーカー等に対する求償に資する記録装置や原因究明の
在り方について検討する」ことが適当である。
※ また、求償の実効性確保のためのあり方については、関
係省庁等が連携して、引き続き検討していくことが重要。

① 自動運転システム利用中の事故における自賠法の「運

行供用者責任」をどのように考えるか。

【主な論点とポイント】

自動運転車の旅客自動車運送事業への導入に係る検討

○ 2020年を目途として地域限定での運転者が乗車しない無人自動運転移動サービスを実現するという政府全体

の目標を達成するためには、事業者が運転者が乗車しない場合でも従来と同等の安全性及び利便性を確保す

ることが必要。

○ 自動運転車を旅客自動車運送事業に円滑に導入するためのガイドラインをとりまとめ予定。

○ 自動運転車を導入予定の事業者からのヒアリング等により、ガイドラインで明確化すべき事項について整理中。

○現在の自賠法では、民法の特則として、運行供用者（所有者等）に事実上の無過失責任を負わせている。自
動運転システム利用中の事故においても本制度を維持するか等について、平成２８年１１月より、自動運転に
おける損害賠償責任に関する研究会において検討を行い、平成３０年３月２０日、報告書をとりまとめ・公表（主
要な方向性については、「自動運転に係る制度整備大綱」に反映。）。



ラストマイル自動運転

①【市街地モデル】 石川県輪島市

（小型カート利用） 2017.12～

③【観光地モデル】 沖縄県北谷町

（小型カート利用） 2018.2～

②【過疎地モデル】 福井県永平寺町

（小型カート利用） 2018.4 ～

１：１遠隔監視・操作 2018.4 ～

１：２遠隔監視・操作 2018.11～

ちゃたん

小型バス

小型バスモデル

○公道上に磁気マーカーを埋設、カメラ
を設置し、信号機の現示情報取得を行
う空間を構築して、その空間上を自動
走行バスが走行。

信号機 カメラ

磁気マーカー

遠隔操作
＜通常時＞1：N
＜緊急時＞1:1

小型カート

小型カートモデル

○ゴルフカートをベースに、乗り降りがしや
すいオープン構造とし、多人数対応の仕様
展開を予定。

標準

多人数対応

○ 最寄駅等と最終目的地をラストマイル自動運転で結ぶ「無人自動運転による移動サービス」を2020年に実現するという政府

目標を達成するため、経産省と連携し、石川県輪島市（2017年12月）、沖縄県北谷町（2018年2月）、福井県永平寺町（2018

年4月）、茨城県日立市（2018年10月）にて、実証実験を実施。

○ 本年度は、福井県永平寺町にて、１名の遠隔監視・操作者が複数車両を担当する自動運転技術の検証や地元の運行事業

者による約１カ月間の長期実証、社会受容性の実証評価等を実施。

○ 小型カートの積雪路面での走行安定性や小型バスがＧＰＳ情報を補足できない箇所への対応等の技術的な課題のほか、ＡＩ

技術による自動運転中の乗客移動に対する注意機能や決済システムの有効性を確認。これらの結果を踏まえ、引き続き、

技術開発を進めていく。

LiDAR

ミリ波レーダ
磁気マーカセンサー

側方LiDAR

後側方カメラ

前方カメラ

GNSS/QZSSアンテナ、通信アンテナ

後方LiDAR

自動ステアリング
自動アクセル・ブレーキ
自動ウインカー

ちゃたん

④【コミュニティバス】 茨城県日立市

（小型バス利用） 2018.10～



自動バレーパーキング

サービスイメージ：専用駐車場

○ 2020年代頃から、観光地でのレンタカーサービスや営業用カーリースサービスへの展開を想定し、自

動バレーパーキング対応車両について、専用駐車場（一般交通と分離、管制センター等設置）におけ

る自動バレーパーキングが実現することを目指す。

○ このため、2018年度に実施する自動バレーパーキングの実証実験を通じて、関係者の合意形成を進

めるとともに、国際標準化に向けた取組を推進する。（ 「官民 ITS 構想・ロードマップ 2018 」より）

実証実験概要（速報）

■実施期間： ２０１８年１１月１３日（火）～ １１月１５日（木）
■実施場所： 東京都港区台場の商業施設の駐車場
■実験内容： 既存の駐車技術の紹介及び自動バレーパーキングデモの実施
■参加者 ： 1,000名以上
■報道結果： ＴＶ３局、新聞10紙以上、ＷＥＢ１００以上

※自動バレーパーキング機能とは、「自動駐車」機能のことであり、例えば、店舗の入り口で

ドライバーが降車し、その後店舗の専用駐車場内は車両が無人で走行し、空いている

スペースに自動で駐車することが可能となるシステムのことを言う。

センサー

ランドマーク

① 利用者はショッピングセンター等の入口で降車。

③ 車両はランドマークにより位置を補正し低速で周
辺の安全を確認しながら指示された位置に駐車。

② 管制センターから車両に対し、地図の配信、
走行経路、速度や駐車位置等を指示。

① 利用者はスマートフォンであらかじめ出庫指示。

② 管制センターから車両に対し、走行経路、速度や
乗車位置等を指示。

③ 車両は入庫時と同様に低速走行し乗車位置で
停車。利用者は出口付近で乗車。

管制センター



本年度の実証実験について

・最大3台で隊列を形成
・すべての車両にドライバーが乗車してドライバー責任で運転
・運転支援技術（CACC）により、アクセル・ブレーキの自動制御可能
・先行車トラッキングシステムにより、追従走行・車線維持・車線変更の
自動制御可能

有人 有人 有人

車間
約

10m

車間
約

10m

（※1）CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control) ：協調型車間距離維持支援システム

通信で先行車の車両制御情報を受信し、加減速調整や車間距離を一定に保つ機能

○ トラックのドライバー不足問題への解決策として、先頭車両のみが有人で後続車両が無人のトラックの隊列走行が期待されてい

る。

○ 2020年度に高速道路（新東名）において技術的に実現するという政府全体の目標を達成するため、2018年１月より、まずは後続

車両が有人の隊列走行について、経済産業省と連携し、新東名等において実証実験を開始。

○ 隊列への一般車両の割り込み、車線数減少箇所での一般車両との錯綜、登坂路での車間距離拡大等、実証実験で明らかに

なった課題を踏まえ、車両の技術開発を進めることとしている。

＜上信越自動車道 藤岡ＪＣＴ～更埴ＪＣＴ（約120km）＞
■実施期間：２０１８年１１月６日～１１月２２日
■実証実験結果（速報）
・走行距離の拡大、高低差やトンネル、積載条件等の多様な条件でのＣＡＣＣ（※1）の
技 術検証を行い、実証区間の全ての勾配、カーブ、トンネルにおいてＣＡＣＣの基本
的な作動を維持することができた。
・車両の動力性能の差により、空車状態における登坂路で、車間距離が拡大するケー
スが見られた。
・合流部において、本線を走行する隊列の前後に合流車が合流できず、合流線に滞留
するケースが見られた。

＜新東名高速道路 浜松SA～遠州森町PA（約15km）＞
■実施期間：２０１８年１２月４日～１２月６日
■実証実験結果（速報）
・ＣＡＣＣに加え、ＬＫＡ（※2）を搭載した異なるトラック製造者が製造したトラック
による世界初の走行を実施し、実証区間においてＣＡＣＣ及びＬＫＡについて

機能を維持することができた。
※２０１９年１月22日～２月28日まで後続車無人システム（後続車有人状態）の
公道実証を、車間距離が開発目標の約10mで実施しているところ。

（※2）LKA (Lane Keep Assist) ：車線維持支援システム
白線を検知して車線内での走行を維持できるようステアリングを調整する機能

【参考：過去の実証実験実績】
２０１８年１月：新東名高速道路（浜松SA～遠州森町PA：約15km）
２０１８年２月：北関東自動車道（壬生PA～笠間IC：約50km）

※2019年１月に実施している公道実証の主な走行条件について

新東名高速道路での実証実験（2019年1月）

（イメージ）

トラックの隊列走行


